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４月から国民健康保険制度が変わります

これまでは、市単独で国民健康保険を運営してきましたが、制度の安定的な運営のために、４月からは新
たに県が運営に加わり、財政の責任主体となります。市も引き続き加入者に身近な事業を実施し、ともに国
民健康保険の運営を担います。
この制度改正にあわせて、愛知県全体で標準的なモデルが示されたため、高浜市でも変更を行います。変

更点は、次のとおりです。
皆さんの理解と協力をお願いします。

※均等割：国保加入者１人当たりの税額
※平等割：１世帯当たりの税額
※所得の低い世帯の方を対象として、均等割・平等割を７割または５割または２割軽減する制度があります。
（軽減の割合は所得と国保加入者の数に応じて決まります。）
※限度額については、国の制度改正により変更となる可能性があります。その場合は、改めてお知らせします。

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線219・261）

◎主な変更点
固定資産税に基づく資産割を廃止します。これまで資産割としてお願いしていた分は、所得割・均等

割・平等割に分散して、皆さんにご負担をお願いします。

◆税率

【平成30年度国民健康保険税率　改定表】
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○医療保険分（すべての加入者が対象となります）

○後期高齢者支援金分（すべての加入者が対象となります）

○介護保険分（40歳～64歳の加入者が対象となります）

国民健康保険税
＝ 医療保険分 Ａ ＋ 後期高齢者支援金分 Ｂ ＋ 介護保険分 Ｃ
※「所得割額」については、加入者全員分の合計額となります。

円

平成30年４月からの国民健康保険税は、平成30年度（平成29年中）の所得をもとに計算します。
なお、市役所でも試算できますので、国民健康保険加入者全員の平成30年度（平成29年中）所得のわか
るもの（申告書の控えなど）を持参してください。（所得のわかる資料がない場合は、参考として前年度所
得をもとに試算します。）

◆国民健康保険税の計算方法

４月から国民健康保険制度が変わります

－　 ３３万円 　　×  　５．７３％　＝　①

平成29年中の総所得金額を入れてください。

円 円

円 円

【所得割額】（所得割額は加入者１人ずつで計算します。）

× 　   　　２９，３００円 ＝ ②

国民健康保険の加入者数を入れてください。

人

【均等割額】

③ 23,800円

【平等割額】

－　 ３３万円 　　×  　1．93％　＝　④

平成29年中の総所得金額を入れてください。

円 円

円

【所得割額】（所得割額は加入者１人ずつで計算します。）

× 　　　9，9００円　＝　⑤

国民健康保険の加入者数を入れてください。

人

【均等割額】

⑥ 7,800円

【平等割額】

－　 ３３万円 　　×  　1．85％　＝　⑦

平成29年中の総所得金額を入れてください。

円 円

円

【所得割額】（所得割額は40歳～64歳の加入者１人ずつで計算します。）

×　　　12，4００円　＝　⑧

40歳から64歳までの国民健康保険の加入者数を入れてください。

人

【均等割額】

⑨ 7,000円

【平等割額】

医療保険分合計
＝ ① ＋ ② ＋ ③

Ａ
（100円未満切捨て）

限度額 ５４万円

円

後期高齢者支援金分
合計
＝ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥

B
（100円未満切捨て）

限度額 19万円

円

介護保険分合計
＝ ⑦ ＋ ⑧ ＋ ⑨

C
（100円未満切捨て）

限度額 16万円

国保税基礎控除

国保税基礎控除

国保税基礎控除


